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(54)【発明の名称】 内視鏡挿入補助具

(57)【要約】
【課題】操作者が特別な作業をしなくても、押し操作の
時には進みやすく、引き操作の時には抵抗が増すことで
内視鏡挿入部の位置を保持し、内視鏡挿入部の挿入性を
向上させる。
【解決手段】前記内視鏡挿入補助具３は、固定部３１と
４個のヒレ状突起部３２とで構成されている。固定部３
１は、前記内視鏡挿入部１１に装着される。４個のヒレ
状突起部３２は、柔軟で平たい薄肉形状となっており、
体腔管内への挿入方向に対して斜め後方の所定の角度で
前記固定部３１の外表面から突出している。これら前記
ヒレ状突起部３２は、硬性部３３とその周縁の一部に設
けた軟性部３４とから構成される。ヒレ状突起部３２の
材質としては、シリコンゴムや、フッ素ゴムや、ポリウ
レタン等の任意の弾性材料から選択可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡挿入部に一体または着脱自在に固
定される固定部と、
体腔内への挿入方向に対して斜め後方または後方に向か
って突出した状態で前記固定部に少なくとも１つ接続さ
れる柔軟な薄肉状のヒレ状突起部と、
を具備し、前記固定部を前記内視鏡挿入部に固定した状
態でこの内視鏡挿入部を体腔管内で引き操作するとき、
前記ヒレ状突起部が体腔管壁に当接することで、体腔管
内での前記内視鏡挿入部の位置を保持する内視鏡挿入補
助具であって、
前記ヒレ状突起部の周縁部分の少なくとも一部を、前記
ヒレ状突起部が前記固定部に接続される部分の一部より
も軟性にしたことを特徴とする内視鏡挿入補助具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡挿入部に一
体または着脱自在に固定され、内視鏡挿入部の体腔内へ
の挿入の補助を行う内視鏡挿入補助具に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、手術に用いる内視鏡装置の一例と
して、内視鏡の挿入部の先端部に対物レンズ、ライトガ
イド、空気・水送り口及び吸引口を配設して形成したも
のがある。このような内視鏡装置では、ライトガイドか
ら生体組織等の被写体に光を当て、この光を当てた被写
体を対物レンズを介して視認し、空気・水送り口より送
出した空気或いは水やその他の物質を吸引口で吸引し得
るようになっている。
【０００３】ところで、例えば腸管等の湾曲のある体腔
に内視鏡を挿入する場合には、内視鏡の手元の操作部で
操作することにより内視鏡先端側の湾曲部を湾曲させな
がら体腔内に挿入して行くが、腸管は湾曲する箇所が多
いため、内視鏡先端に引っ掛かる場合が多々あり、挿入
に時間を要してしいた。
【０００４】このことに対応して、米国特許４，２０
７，８７２号に記載の内視鏡挿入補助具は、内視鏡挿入
部に装着するスリーブに弾性突起を設け、この突起に流
体を周期的に導入して外方後方に突出させ且つ該体腔を
接触させて内視鏡挿入部を前進させ、次に流体をこの突
起から排出して前記突起をスリーブ内に引き込ませてい
る。
【０００５】このような突起の動作により、前記内視鏡
挿入補助具は、湾曲する箇所が多い腸管でも容易に挿入
できるようにしている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、米国特
許４，２０７，８７２号に記載の内視鏡挿入補助具は、
内視鏡挿入部に装着するスリーブに設けた各突起を膨張
・収縮させるための管路や、流体圧制御手段が必要であ
り、作業性が煩雑になるばかりでなく、コストが高くな
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っていた。また、前記スリーブに設けた突起が突出した
ままの状態であると、内視鏡挿入部を抜去させる際、こ
の突起が例えば腸管等の体腔に引っ掛かって内視鏡が抜
けなくなる虞があるため、内視鏡挿入部を抜去する際に
は前記突起を収縮させる必要があり、そのための操作が
煩雑でわずらわしかった。
【０００７】また、内視鏡検査中に前記スリーブが徐々
に内視鏡挿入部から外れてしまうことで、挿入性や観察
・処置性が悪化する虞があった。
【０００８】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、操作者が特別な作業をしなくても、押し操作の
時には進みやすく、引き操作の時には抵抗が増すことで
内視鏡挿入部の位置を保持し、内視鏡挿入部の挿入性を
向上することができる内視鏡挿入補助具を提供すること
を目的とする。
【０００９】また、本発明は、操作者が特別な作業をし
なくても、押し操作の時には進みやすく、引き操作の時
には抵抗が増すことで内視鏡挿入部の位置を保持し、内
視鏡挿入部の挿入性を向上することができるとともに、
前記内視鏡を体腔内に挿入する際に患者に与える違和感
を小さくすることが可能な内視鏡挿入補助具を提供する
ことを目的とする。
【００１０】また、本発明は、操作者が特別な作業をし
なくても、押し操作の時には進みやすく、引き操作の時
には抵抗が増すことで内視鏡挿入部の位置を保持し、内
視鏡挿入部の挿入性を向上することができるとともに、
前記内視鏡挿入補助具の内視鏡挿入部への着脱性を向上
させることが可能な内視鏡挿入補助具を提供することを
目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
請求項１に記載の内視鏡挿入補助具は、内視鏡挿入部に
一体または着脱自在に固定される固定部と、体腔内への
挿入方向に対して斜め後方または後方に向かって突出し
た状態で前記固定部に少なくとも１つ接続される柔軟な
薄肉状のヒレ状突起部と、を具備し、前記固定部を前記
内視鏡挿入部に固定した状態でこの内視鏡挿入部を体腔
管内で引き操作するとき、前記ヒレ状突起部が体腔管壁
に当接することで、体腔管内での前記内視鏡挿入部の位
置を保持する内視鏡挿入補助具であって、前記ヒレ状突
起部の周縁部分の少なくとも一部を、前記ヒレ状突起部
が前記固定部に接続される部分の一部よりも軟性にした
ことを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図８は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は内視鏡挿入補助具を備えた内
視鏡装置を示す外観図、図２は図１の内視鏡挿入部に装
着される内視鏡挿入補助具を示す斜視図、図３は内視鏡
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挿入補助具を固定部の長手中心軸で切断した場合の半断
面図、図４は図３とは別の例の内視鏡挿入補助具を固定
部の長手中心軸で切断した場合の半断面図、図５は内視
鏡挿入補助具を内視鏡挿入部に装着した様子を示す説明
図、図６乃至図８は内視鏡挿入部を大腸のＳ状結腸から
下行結腸に挿入していく様子を示す説明図である。
【００１３】（構成）図１に示すように、本発明の第１
の実施の形態に係る内視鏡装置１は、細長で可とう性の
挿入部１１を有する内視鏡２と、この内視鏡２の挿入部
１１（以下、内視鏡挿入部１１と呼ぶ）に装着される内
視鏡挿入補助具３とから主に構成される。
【００１４】前記内視鏡２は、前記内視鏡挿入部１１と
操作部１２とから主に構成される。前記内視鏡２の操作
部１２（以下、内視鏡操作部１２と呼ぶ）は、前記内視
鏡挿入部１１の基端側に連設され、把持部を兼ねてい
る。前記操作部１２の側部からはユニバーサルコード１
３が延出している。ユニバーサルコード１３の端部には
図示しないコネクタが設けられている。内視鏡２は、ユ
ニバーサルコード１３のコネクタを光源装置およびビデ
オプロセッサに接続するようになっている。
【００１５】前記内視鏡挿入部１１は、先端側から順に
先端部２１と、湾曲部２２、軟性部２３とを連設して構
成されている。
【００１６】湾曲部２２は所望の方向に湾曲自在になっ
ている。軟性部２３は、可とう性を有する柔軟な部材で
形成されている。
【００１７】前記内視鏡挿入部１１の先端部２１（以
下、挿入部先端部２１と呼ぶ）は先端カバー２４で被覆
されている。前記湾曲部２２は湾曲ゴム２５で被覆され
ている。
【００１８】前記内視鏡操作部１２には、湾曲操作ノブ
１４が設けられている。この湾曲操作ノブ１４は、回動
操作することで、前記湾曲部２２を湾曲動作させるよう
になっている。
【００１９】また、前記内視鏡挿入部１１には、前記挿
入部先端部２１と前記湾曲部２２との接続部分に、例え
ば接着剤等を盛り上げて形成した凸部２６が設けられて
いる。また、前記内視鏡挿入部１１は前記湾曲部２２と
前記軟性部２３との接続部分にも前記凸部２６と同様な
凸部２７が設けられている。
【００２０】前記内視鏡挿入補助具３は、体腔管内で前
記内視鏡挿入部１１の位置を保持するためのものであ
る。
【００２１】次に、図２を用いて前記内視鏡挿入補助具
３について詳細に説明する。図２に示すように、前記内
視鏡挿入補助具３は、固定部３１と４個のヒレ状突起部
３２とで構成されている。
【００２２】固定部３１は、円筒状に形成され、前記内
視鏡挿入部１１に装着される。４個のヒレ状突起部３２
は、柔軟で平たい薄肉形状となっており、体腔管内への
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挿入方向に対して斜め後方の所定の角度で前記固定部３
１の外表面から突出している。
【００２３】ヒレ状突起部３２の材質としては、シリコ
ンゴムや、フッ素ゴムや、ポリウレタン等の任意の弾性
材料から選択可能である。また固定部３１は、ヒレ状突
起部３２と同材質で形成してもよいし、異種の弾性材料
を組み合わせて使用しても構わないばかりではなく、さ
らに、金属やプラスチック等の剛性材料を使用しても構
わない。
【００２４】これらヒレ状突起部３２は、硬性部３３と
その周縁の一部に設けた軟性部３４とから構成される。
【００２５】次に、図３を用いて内視鏡挿入補助具３の
構造について詳細に説明する。ここで図３の矢印Ａは、
前記固定部３１の長手中心軸（前記内視鏡挿入部１１の
挿入方向）に対する垂直な面において、外側から内視鏡
挿入補助具３を見ている方向を示す。図３に示すよう
に、前記内視鏡挿入補助具３は、矢印Ａ方向から見える
側の面を表面とし、前記固定部３１の長手中心軸から半
径方向に見える面を裏面とする。
【００２６】内視鏡挿入補助具３は、図１に示した前記
内視鏡挿入部１１の前記湾曲部２２に装着され、後述の
図６乃至図８で説明するように前記内視鏡挿入部１１を
体腔管内に挿入して用いられる。そして前記内視鏡挿入
補助具３は、内視鏡挿入部１１を引き操作するとき、前
記ヒレ状突起部３２が体腔管壁に当接し、図３の破線で
示すように前記ヒレ状突起部３２が捲れるように変形し
体腔管壁を当接することで、体腔管内での前記内視鏡挿
入部１１の位置を保持するようになっている。
【００２７】本実施の形態においては、前記内視鏡挿入
部１１の引き操作を行う際に前記ヒレ状突起部３２が体
腔管壁に当接する前記ヒレ状突起部３２の周縁部分に、
中心部分の硬性部３３よりも軟性の部材を配設して軟性
部３４が構成されている。
【００２８】この軟性部３４は、図３に示すように、矢
印Ａから見た場合の前記ヒレ状突起部３２の周縁部分の
みに配設してもよいし、図４に示すように半断面をとっ
た場合の周縁部分、すなわち前記ヒレ状突起部３２の表
面および裏面を覆うようにそれぞれ配設してもよい。
【００２９】（作用）第１の実施の形態では、前記内視
鏡挿入補助具３は、図５に示すように前記内視鏡挿入部
１１に装着して用いられる。
【００３０】前記内視鏡挿入部１１は、前記凸部２６と
凸部２７の間にある前記湾曲部２２の先端側に１個の前
記内視鏡挿入補助具３が装着されるようになっている。
ここで前記湾曲部２２は、略円柱状であり、略円筒状に
形成されている前記内視鏡挿入補助具３の固定部３１の
内径よりも、外径が大きく形成されている。このため前
記内視鏡挿入補助具３の固定部３１は、前記湾曲部２２
を締め付けるように装着され、装着後は簡単に外れない
ようになっている。
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【００３１】また前記凸部２６は、前記内視鏡挿入補助
具３の前記内視鏡挿入部１１における軸方向の位置を定
める指標となっているとともに、固定部３１が前方へず
れることを規制している。
【００３２】そして、前記内視鏡挿入部１１に前記内視
鏡挿入補助具３を装着した前記内視鏡２は、図６に示す
ように患者の体腔内に挿入されて内視鏡検査等を行う。
【００３３】図６乃至図８は、前記内視鏡挿入部１１を
大腸のＳ状結腸４１から下行結腸４２に挿入していく様
子を示し、図６は前記内視鏡挿入部１１の挿入部先端部
２１がＳ状結腸４１途中の屈曲部に入ったところを示す
説明図、図７は図６の状態からから前記内視鏡挿入部１
１を矢印Ｂ方向に引き操作した場合の腸壁４３の挙動を
示した説明図、図８は同図７の状態から更に前記内視鏡
挿入部１１を矢印Ｂ方向に引き操作して、Ｓ状結腸４１
から下行結腸４２が略直線状になった場合の説明図であ
る。
【００３４】図６に示すように、前記内視鏡挿入部１１
の挿入部先端部２１がＳ状結腸４１途中の屈曲部に入る
までは、前記内視鏡２を操作する操作者は押し操作をし
ながら前記内視鏡挿入部１１を挿入していく。
【００３５】前記ヒレ状突起部３２は、前記固定部３１
から前記内視鏡挿入部１１の挿入方向に対して後方もし
くは斜め後方に向かって突出しており、かつ前記ヒレ状
突起部３２は柔軟な薄肉状の部材で形成されているた
め、この押し操作に際して前記ヒレ状突起部３２が体腔
管壁（図６乃至図８の場合の腸壁４３）に当接したとし
ても、前記ヒレ状突起部３２は前記内視鏡挿入部１１に
当接する方向に窄まるように容易に倒れるため、前記内
視鏡挿入部１１を押し操作する場合の抵抗は前記内視鏡
挿入補助具３を装着しない場合と比べてもほとんど増加
することなく、スムーズに挿入を行うことができる。
【００３６】操作者が、前記内視鏡挿入部１１の挿入部
先端部２１がＳ状結腸４１途中の屈曲部に入った図６の
状態からそのまま押し操作を続けても、Ｓ状結腸４１は
伸ばされてしまうために、前記内視鏡挿入部１１の挿入
部先端部２１は下行結腸４２の入り口からむしろ遠ざか
ってしまう。
【００３７】そこで操作者は、前記内視鏡挿入部１１を
押し操作するのではなく、引き操作をする。すると図７
に示すように、前記内視鏡挿入補助具３のヒレ状突起部
３２の端部は腸壁４３に当接し捲れあがるが、前記ヒレ
状突起部３１は柔軟な弾性部材で形成されているため元
の形に戻ろうとする力が腸壁４３に加わり、腸壁４３と
の摩擦が増大する。
【００３８】このように前記内視鏡挿入補助具３は、腸
壁４３に対する前記ヒレ状突起部３２の抵抗を増大させ
ることで、操作者の手元側にＳ状結腸４１の一部を図７
のように折り畳むことができる。つまり前記内視鏡挿入
補助具３は、前記内視鏡挿入部１１の引き操作によりＳ
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状結腸４１を短縮化し、その短縮化された部分をヒレ状
突起部３２が保持するようになる。
【００３９】ここで、前記内視鏡挿入補助具３を装着し
ない内視鏡挿入部１１は、ヒレ状突起部３２を設けてい
ないので、Ｓ状結腸４１の短縮された状態を保持するこ
とが容易でなく、操作者が前記内視鏡挿入部１１を引き
操作したとき、前記内視鏡挿入部１１の挿入部先端部２
１側がそのままＳ状結腸４１から抜けてしまう確率が高
い。
【００４０】本実施の形態では、内視鏡挿入補助具３は
固定部３１にヒレ状突起部３２を設けているので、図７
に示すような状態を形成しやすくなっている。
【００４１】ここで、図７に示すような状態で、前記内
視鏡挿入部１１の挿入部先端部２１は下行結腸４２の入
り口に近づいてくるので、操作者は更に引き操作と湾曲
操作を行うことで、図８に示すようにＳ状結腸４１から
下行結腸４２にかけて略直線状とすることができる。そ
して操作者は前記内視鏡挿入部１１を押し操作すること
で、前記挿入部先端部２１を下行結腸４２の深部へと挿
入させることができる。
【００４２】このように、前記内視鏡挿入部１１に装着
した前記内視鏡挿入補助具３は、内視鏡挿入部１１が押
し操作により進む方向と、引き操作されて引かれる方向
とで腸壁４３に対する抵抗が大きく異なる。これによ
り、前記内視鏡挿入補助具３は、押し操作時の挿入性を
損なうことなく、腸の短縮化を容易にすることが可能と
なる。
【００４３】前記内視鏡挿入補助具３は、前記内視鏡挿
入部１１の引き操作をすると、通常最初にヒレ状突起部
３２の軟性部３４が腸壁４３に当たる。この軟性部３４
は前記ヒレ状突起部３２の中心部分の硬性部３３よりも
軟性に形成されており容易に変形するため、腸壁４３に
対する当たり方が非常に柔らかく、患者に違和感を与え
ることがない。
【００４４】ここで、前記ヒレ状突起部３２の全てを前
記軟性部３４のように軟らかく形成すると、前記ヒレ状
突起部３２の元に戻ろうとする力が弱くなり、前記内視
鏡挿入補助具３は、腸壁４３に対する前記ヒレ状突起部
３２の抵抗が弱まり、上述した効果が出にくくなる。そ
こで本実施の形態においては、前記軟性部３４が変形し
た後に、ヒレ状突起部３２の裏面が腸壁４３に当接する
状態においては、硬性部３３が腸壁４３に当接し、前記
硬性部３３が適度な弾発性を生じることで、腸壁４３を
保持することができるようにしている。
【００４５】（効果）第１の実施の形態によれば、患者
に違和感を与えることなく、内視鏡挿入部１１の押し操
作の時には進みやすく、内視鏡挿入部１１の引き操作時
に確実に腸壁４３を保持でき、前記内視鏡挿入部１１の
挿入部先端部２１が操作者の意図に反して腸管から抜け
ることなく、腸を直線化することができる。これによ
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7
り、内視鏡挿入部の挿入性を向上することができ、内視
鏡を用いた検査や手術の操作性の向上や時間の短縮が可
能になる。
【００４６】なお、本実施の形態の内視鏡２は、内視鏡
挿入部１１の挿入部先端部２１に内蔵した図示しない撮
像装置で被検部の内視鏡像を撮像する電子内視鏡を用い
ているが、取り込んだ内視鏡像を内視鏡像操作部後端部
に設けた接眼部で観察する光学式内視鏡であってもよ
い。
【００４７】また、前記ヒレ状突起部３２に設ける前記
軟性部３４は、前記ヒレ状突起部３２の周縁を全周に渡
って配設してもよく、前記ヒレ状突起部３２の前記内視
鏡挿入部１１の挿入方向に対して後端側のみに配設して
もよく、また前記ヒレ状突起部３２の外側表面にのみ配
設してよい。要は、前記ヒレ状突起部３２と腸壁４３の
当たり方が柔らかくなるように、前記ヒレ状突起部３２
の周縁部の少なくとも一部に前記軟性部３４が配設され
ていればよい。
【００４８】また、本実施の形態では、前記内視鏡挿入
補助具３は、内視鏡挿入部１１の挿入方向に対して、前
記内視鏡挿入部１１の凸部２６の直ぐ後ろ側に着脱自在
に１個装着されるようになっているが、装着個数は２個
以上であっても構わないし、装着位置も複数の個所とし
てもよく、１個所に１ないし複数を装着しても良いし、
複数の個所にそれぞれ任意の個数を装着する形態として
ももちろん構わない。
【００４９】また、本実施の形態においては４個のヒレ
状突起部３２が前記固定部３１から突出しているが、前
記ヒレ状突起部３２の個数は任意の個数として構わな
い。
【００５０】また、ヒレ状突起部３２は、体腔管内への
挿入方向に対して斜め後方に突出するように形成した
が、体腔管内への挿入方向に対して真後ろの後方に突出
するように形成してもかまわない。
【００５１】また、内視鏡挿入補助具３は、内視鏡挿入
部１１に着脱自在に装着される形態でも、図９及び図１
０の変形例に示すように前記内視鏡挿入部１１と一体に
形成される形態でもよい。
【００５２】図９は本発明の第１の実施の形態の第１の
変形例を示す内視鏡挿入部の側面図であり、図１乃至図
８に示した実施の形態と同じ構成要素には同じ符号を付
して説明を省略している。
【００５３】図９に示すように、内視鏡挿入補助具５
は、内視鏡挿入部５１の湾曲部５２を被覆する湾曲ゴム
５５と一体に成形している。即ち、第１の変形例におい
ては、記内視鏡挿入補助具５はヒレ状突起部３２のみで
形成されている。
【００５４】このような内視鏡挿入補助具５において
も、図１乃至図８に示した第１の実施の形態と同様の効
果が得られる。
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【００５５】図１０は本発明の第１の実施の形態の第２
の変形例を示す内視鏡挿入部の側面図であり、図１乃至
図８に示した実施の形態と同じ構成要素には同じ符号を
付して説明を省略している。
【００５６】図１０に示すように、内視鏡挿入補助具６
は、内視鏡挿入部６１の湾曲ゴム６５と別体に形成した
後に、内視鏡挿入部６１の挿入部先端部２１及び前記湾
曲ゴム６５にそれぞれ接着剤等を盛り上げて形成された
凸部２６および凸部６２を用いて固定している。
【００５７】このような内視鏡挿入補助具６において
も、図１乃至図８に示した実施の形態と同様の効果が得
られる。
【００５８】また、図１乃至図８に示した前記内視鏡挿
入補助具３は、挿入部先端部２１を覆うカバー（内視鏡
先端カバー）２４と一体に成形しても構わない。その場
合、前記内視鏡先端カバー２４と前記ヒレ状突起部３２
の材質は同一としてもよいし、ヒレ状突起部の材質を弾
性部材として、前記内視鏡先端カバー２４の材質に剛性
のある樹脂等を用いてもよい。
【００５９】（第２の実施の形態）図１１ないし図１６
は本発明の第２の実施の形態に係り、図１１は内視鏡挿
入補助具の斜視図、図１２は内視鏡挿入補助具が内視鏡
挿入部に装着された状態で、ヒレ状突起部の長手方向の
中心軸に対して垂直な平面で切断した断面図、図１３は
図１１に示すヒレ状突起部の１枚を拡大した第１の説明
図、図１４は図１１に示すヒレ状突起部の１枚を拡大し
た第２の説明図、図１５は前記内視鏡挿入補助具が内視
鏡挿入部に装着された状態でヒレ状突起部が内視鏡挿入
部に当接するように変形した場合の斜視図、図１６は図
１５に示した状態の内視鏡挿入部および内視鏡挿入補助
具を固定部の長手中心軸に垂直なヒレ状突起部を通る平
面で切断した場合の断面図である。
【００６０】（構成）ここで、図１乃至図８に示した第
１の実施の形態において、内視鏡挿入補助具３は、ヒレ
状突起部３２の周縁部分と中心部分の硬さに差をつける
ために、前記ヒレ状突起部３２の周縁部分に中心部分よ
りも軟らかい材質の部材を配設してたが、本第２の実施
の形態では、前記ヒレ状突起部１３２の厚さを変化させ
ることにより、中心部分と周縁部分の硬さに差をつける
ように構成している。
【００６１】図１１および図１２に示すように、前記内
視鏡挿入補助具１０３のヒレ状突起部１３２は、中心の
厚肉の硬性部１３３（中心部）と薄肉の軟性部１３４
（周縁部）から構成される。これにより、前記内視鏡挿
入補助具１０３は、前記ヒレ状突起部１３２の周縁部分
が中心部分に比べて薄肉になるように形成されている。
このヒレ状突起部１３２の薄肉の周縁部分は、その硬さ
が中心部分よりも軟らかくなるように構成されていれば
よく、その材質は中心部分の硬性部と同等の硬度ないし
は軟らかい材質であっても勿論よいし、材質自体の硬度
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9
としては硬性部よりも硬い材質であっても、その厚さを
薄くすることで中心部分より軟性にしても構わない。
【００６２】前記ヒレ状突起部１３２の断面の構成は、
中心部分の肉厚よりも周縁部分の肉厚が薄ければよく、
厚肉部と薄肉部の関係は図１３に示すように中心部分と
周縁部分との間に段差ｔ１－ｔ２を設けて肉厚に差をつ
けてもよいし、図１４に示すように中心部分から漸次肉
厚を変化させても構わない。図１４においては、硬性部
１３３と軟性部１３４の境界は明瞭でないが、前記ヒレ
状突起部１３２の中心部分近傍に比べて周縁部分が軟性
になるように構成されていればよい。
【００６３】前記内視鏡挿入補助具１０３を内視鏡挿入
部１１に装着して体腔内へ押し操作にて挿入させる際に
は、前記内視鏡挿入補助具１０３のヒレ状突起部１３２
は体腔管壁に当接することで体腔管壁から図１２の矢印
Ｆで示される方向の外力を受けることになる。前記ヒレ
状突起部１３２は柔軟な薄肉状の部材で形成されている
ため、容易に前記内視鏡挿入部１１に当接する方向に変
形する。
【００６４】次に、図１５および図１６に示すように、
前記ヒレ状突起部１３２が前記内視鏡挿入部１１に当接
するように変形した状態について説明する。
【００６５】ここで、前記ヒレ状突起部１３２の形状
は、前記ヒレ状突起部１３２が前記内視鏡挿入部１１に
当接するように変形して隣り合うヒレ状突起部と重なっ
た時にも、重なり合った部分の前記ヒレ状突起部１３２
の肉厚の合計が中心部分の肉厚よりも厚くならないよう
な厚さおよび大きさで形成されている。図１３では、隣
り合う２枚のヒレ状突起部が前記内視鏡挿入部１１に当
接するように変形した際にも、前記ヒレ状突起部１３２
が重なり合う部分は厚さｔ２の周縁部分のみになるよう
に中心部分と周縁部分の大きさが設定されており、また
周縁部分の厚さｔ２は中心部分の厚さｔ１の半分以下に
なるように形成されている。また、図１４に示すよう
に、前記ヒレ状突起部１３２の肉厚が漸次変化する場合
でも、隣り合う２枚の前記ヒレ状突起部１３２が内視鏡
挿入部に当接するように変形した際に、前記ヒレ状突起
部１３２の重なり合う部分の肉厚の合計が、中心部分の
最大肉厚ｔ３を超えないように、前記ヒレ状突起部１３
２の大きさおよび厚さが設定されている。
【００６６】（作用）第２の実施の形態においては、前
記内視鏡挿入部１１に装着された前記内視鏡挿入補助具
１０３が体腔内への挿入時に前記内視鏡挿入部１１に当
接するように変形した際にも、前記ヒレ状突起部１３２
の薄肉部が２枚重なった部分の外径ｄ２は、前記ヒレ状
突起部１３２の中央部分における外径ｄ１もしくは前記
内視鏡挿入補助具１０３の固定部３１における外径と同
等か小さくなり、押し操作において薄肉の周縁部分重な
っても挿入性が損なわれることはない。
【００６７】また第１の実施の形態に対して、前記ヒレ
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状突起部１３２に薄肉の周縁部分を設けることで、前記
ヒレ状突起部１３２の面積を増大させることができ、前
記内視鏡挿入部１１の引き操作時に腸壁と前記ヒレ状突
起部１３２が当接しやすくなる。
【００６８】（効果）このような第２の実施の形態によ
れば、第１の実施の形態の効果に加え、押し操作時の挿
入性を損なうことなく、引き操作時に前記ヒレ状突起部
１３２を腸壁に更に当接しやすくすることで内視鏡挿入
部１１の挿入部先端部２１（図１参照）が不本意に腸管
から抜けることを防ぐことができ、体腔管内への前記内
視鏡挿入部１１の挿入性を向上させる効果を得る。
【００６９】なお、薄肉部の厚さについては各ヒレ状突
起部１３２で均一としてもよいし、それぞれの薄肉部の
厚さに差をつけてもよい。要は、ヒレ状突起部１３２が
内視鏡挿入部１１に当接するように変形した際に薄肉部
の重なった部分の外径が、固定部３１もしくは厚肉の硬
性部３３の外径よりも小さくなるように薄肉部を形成す
ればよい。
【００７０】（第３の実施の形態）図１７及び図１８は
本発明の第３の実施の形態に係り、図１７は本実施の形
態に示す内視鏡挿入補助具の斜視図、図１８は内視鏡挿
入補助具を固定部の長手中心軸に対して垂直な平面で切
断した断面図である。
【００７１】図１７に示すように、本実施の形態におけ
る前記内視鏡挿入補助具２０３は、前記ヒレ状突起部３
２と前記固定部２３１が接続される部分２３５の肉厚
が、前記固定部２３１の他の部分２３６よりも厚くなる
ように形成されている。
【００７２】部分２３５は、前記固定部２３１のヒレ状
突起部３２が接続された部分から固定部２３１の長手中
心軸方向に向かって形成されている。
【００７３】図１８に示すように、固定部２３１の長手
中心軸に垂直な断面では、図中の外径ｄ３で示されてい
る４個所の部分２３５が前記ヒレ状突起部３２が接続さ
れる部分である。外径ｄ３の部分は、前記ヒレ状突起部
３２が接続されない部分２３６の外径ｄ４よりも大きく
形成されている。
【００７４】（作用）ここで、本実施の形態の説明する
ために、比較例として図１乃至図８に示した第１の実施
の形態の作用について図１９乃至図２１を用いて説明す
る。
【００７５】図１９乃至図２１は第１の実施の形態の内
視鏡挿入部に装着された内視鏡挿入補助具が腸壁等の管
腔から外力を受けたときの変形の様子を示す説明図であ
る。
【００７６】図１９に示すように、内視鏡挿入補助具３
を装着した内視鏡挿入部１１を体腔管内で図中矢印Ｃ方
向に引き操作するときには、前記内視鏡挿入補助具３の
ヒレ状突起部３２は腸壁４３等に当接することにより図
中矢印Ｇで示す方向の外力を受けることになる。
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【００７７】前述したように、前記ヒレ状突起部３２は
薄肉で柔軟な弾性部材で形成されており、前記内視鏡挿
入部１１の引き操作に伴って、腸壁４３を押さえながら
変形することで、図２０に示すように前記内視鏡挿入補
助具３よりも後ろ側（矢印Ｃ側）の腸壁４３が畳まれ、
腸管が短縮される。
【００７８】しかしながら外力Ｇが過度に大きい場合
や、前記ヒレ状突起部３２の根元部近傍（固定部３１と
の接続部近傍）に外力Ｇが加わる場合等には、変形する
領域が前記ヒレ状突起部３２を超えて、前記固定部３１
から捲れ返ってしまい、図２１に示すようなヒレ状突起
部３２が挿入部先端部２１側に向けて畳まれたままの状
態となる場合があった。図２１に示す状態では、前記内
視鏡挿入補助具３は引き操作時に腸壁を押さえる効果が
なく、さらに、押し操作による挿入においても、挿入部
径が大きくなることによって挿入性が悪化する虞があっ
た。
【００７９】これに対して、図１７及び図１８に示す第
３の実施の形態では、前記内視鏡挿入補助具２０３を装
着した前記内視鏡挿入部１１を体腔管内で引き操作した
際に、前記ヒレ状突起部３２に図１９に示すような外力
Ｇが加えられても、前記内視鏡挿入補助具２０３は、前
記ヒレ状突起部３２と前記固定部２３１の接続部分が厚
肉化されており、前記固定部２３１は変形しにくい構成
となっているため、前記固定部２３１が捲れ返ってしま
うようなことがない。
【００８０】また、図１７及び図１８に示す第３の実施
の形態では、厚肉化されているのは前記ヒレ状突起部１
３２と前記固定部３１の接続部分近傍のみであるため、
体腔内に挿入される部分の外径の増加は最小限に抑えら
れており、外径増大により挿入性が著しく悪化すること
はない。
【００８１】また、前記内視鏡挿入補助具２０３は、前
記固定部２３１の内径を前記内視鏡挿入部１１の外径よ
りも小さくしており、前記内視鏡挿入部１１への装着時
には前記固定部２３１の弾性を利用して前記固定部２３
１の開口径を広げることで前記内視鏡挿入部１１に装着
し固定している。したがって、一般に前記固定部２３１
の肉厚が厚くなると、前記固定部２３１は弾性変形しに
くくなるため、厚肉化しない場合に比べ着脱性が落ちる
傾向にある。しかしながら本実施の形態においては、厚
肉化するのは前記ヒレ状突起部１３２と前記固定部２３
１の接続部分近傍のみであり、それ以外の部分の肉厚は
薄肉のままであり、容易に弾性変形させることができる
ため着脱性の劣化は最小限に抑えられている。
【００８２】また、前記固定部２３１の前記ヒレ状突起
部３２が接続される部分近傍は、前記ヒレ状突起部３２
を把持して引っ張ることができ、前記固定部２３１の他
の部分よりも大きな力が加えられるため変形させやす
い。これらより第３の実施の形態においては、前記固定
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部２３１の厚肉化を行わない場合と比べても着脱性はほ
とんど劣化しない。
【００８３】また、第３の実施の形態においては、前記
ヒレ状突起部３２と前記固定部２３１の接続部の外径側
に肉盛りを行っているので、固定部の内径側には寸法変
化がないため、前記固定部２３１の内側に段差を生じな
い。
【００８４】（効果）第３の実施の形態に示す前記内視
鏡挿入補助具３は、前記内視鏡挿入部１１に装着して引
き操作を行った際にも、前記内視鏡挿入補助具３の固定
部２３１が捲れ返ってしまうことがないため、前記ヒレ
状突起部３２が腸壁を押さえる効果が失われない。また
厚肉化を行っている部位は前記固定部２３１の前記ヒレ
状突起部３２が接続される部分近傍のみであるため、挿
入性および着脱性をほとんど劣化しない。
【００８５】また、第３の実施の形態において、前記ヒ
レ状突起部３２と前記固定部２３１の接続部近傍の外径
側に肉盛りを行っているので、着脱時に前記固定部２３
１の内径側の段差が前記内視鏡挿入部１１に引っ掛かる
ことがない。
【００８６】なお、第３の実施の形態においては厚肉化
する部分を、前記固定部２３１の前記ヒレ状突起部３２
が接続される部分を含むその近傍としているが、前記ヒ
レ状突起部３２が接続される部分は薄肉として、ヒレ状
突起部が接続される部分の間の肉厚を厚肉化させても構
わない。要は、ヒレ状突起部が捲れる方向の外力を受け
たときに、固定部全体が捲れ返らないように、前記外力
に抗する厚肉部分があればよく、前記固定部２３１の前
記ヒレ状突起部３２が接続される部分の長手中心軸方向
上の近傍において、その前記固定部２３１の円周上の少
なくとも一部が厚肉化されていればよい。
【００８７】また、第３の実施の形態においては、前記
固定部２３１の体腔内への挿入方向に対して後端側に前
記ヒレ状突起部３２が接続される形態を示しているが、
前記固定部２３１の前端や、中間部に前記ヒレ状突起部
３２が接続される形態でも構わない。
【００８８】図２２及び図２３は本発明の第３の実施の
形態の第１の変形例に係り、図２２は内視鏡挿入補助具
の斜視図、図２３は図２２の前記内視鏡挿入補助具を前
記内視鏡挿入部に装着した状態で、固定部の長手中心軸
で切断した場合の断面図である。
【００８９】ここで、図１７および図１８で示した前記
内視鏡挿入補助具３が前記固定部３１の円周方向上で前
記ヒレ状突起部３２が接続される部分を厚肉化させてい
るのに対し、図２２及び図２３に示す第１の変形例で
は、内視鏡挿入補助具２０５の固定部２５１の長手中心
軸方向で前記ヒレ状突起部３２が接続される側の部分２
５５を、外側に向けて肉盛りを行うことで他の部分２５
６に比べて厚肉化させている。
【００９０】本変形例において、前記固定部２５１を厚



(8) 特開２００３－３３９６３１

10

20

30

40

50

13
肉化する部分については、前記固定部２５１と前記ヒレ
状突起部３２が接続される部分のみに限らず、図２０に
示す外力Ｇを受けても前記固定部２５１が捲れないよう
になっていればよく、前記固定部２５１の前記ヒレ状突
起部３２が接続される部分近傍の任意の個所を厚肉化す
るように構成しても構わない。
【００９１】図２４は本発明の第３の実施の形態の第２
の変形例に係る内視鏡挿入補助具の断面図である。
【００９２】図１７及び図１８に示す第３の実施の形態
では、ヒレ状突起部３２と前記固定部２３１が接続され
る部分２３５を外側に向けて肉厚に形成したが、図２４
に示す本発明の第３の実施の形態の第２の変形例では、
前記図１７に示したヒレ状突起部３２と固定部２７１が
接続される部分２７５を他の部分２７６に比べて内径側
に肉盛りを行って肉厚にして形成している。固定部２７
１の部分２７５の内径は、他の部分２７６の内径に比べ
て小さくなっている。部分２７５は前記固定部２７１の
ヒレ状突起部３２が接続された部分から固定部２７１の
長手中心軸方向に向かって形成されている。
【００９３】前記ヒレ状突起部３２と前記固定部２７１
の接続部近傍の内径側に肉盛りを行った場合には、前記
内視鏡挿入部１１に前記内視鏡挿入補助具２０７を装着
した際に外表面に生じる段差を滑らかに抑えることがで
きるため、腸壁等に前記内視鏡挿入補助具２０７が当接
した場合の当たり方を柔らかくできる。また、前記ヒレ
状突起部３２を把持して引っ張ることにより前記固定部
２７１の開口部を大きく変形させることができるため、
前記固定部２７１の他の部分に比べて締め率をきつくし
ても着脱性が損なわれない。これにより、前記内視鏡挿
入部１１との固定力量を上げることができ、より脱落し
にくくなるという効果が得られる。
【００９４】図２５は本発明の第３の実施の形態の第３
の変形例に係る内視鏡挿入補助具の断面図である。
【００９５】図２２及び図２３に示す変形例では、内視
鏡挿入補助具２０５の固定部２５１の長手中心軸方向で
前記ヒレ状突起部３２が接続される側の部分２５５を、
外側に向けて肉盛りを行うことで厚肉化させているが、
図２４に示す本発明の第３の実施の形態の第２の変形例
では、内視鏡挿入補助具２０９の固定部２９５の長手中
心軸方向で前記ヒレ状突起部３２が接続される側の部分
２９５を、内側に向けて肉盛りを行うことで他の部分２
５６に比べて厚肉化させている。
【００９６】このような第３の変形例においても、前記
内視鏡挿入部１１に前記内視鏡挿入補助具２０９を装着
した際に外表面に生じる段差を滑らかに抑えることがで
きる。
【００９７】（第４の実施の形態）図２６乃至図２９は
本発明の第４の実施の形態に係り、図２６は内視鏡挿入
補助具を固定部の長手中心軸で切断した半断面図、図２
７は内視鏡挿入補助具を内視鏡挿入部に取り付ける場合
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の第１の操作を示す説明図、図２８は内視鏡挿入補助具
を内視鏡挿入部に取り付ける場合の第２の操作を示す説
明図、図２９は内視鏡挿入補助具を内視鏡挿入部に装着
した状態を示す。
【００９８】説明図である。
【００９９】図２６に示すように、内視鏡挿入補助具３
０３は、固定部３３１と４個のヒレ状突起部３２とで構
成されている。
【０１００】固定部３３１は、円筒状に形成され、前記
内視鏡挿入部１１に装着される。４個のヒレ状突起部３
２は、柔軟で平たい薄肉形状となっており、体腔管内へ
の挿入方向に対して斜め後方の所定の角度で前記固定部
３３１の外表面から突出している。ヒレ状突起部３２の
固定部３３１の外表面から突出する位置は、固定部２３
１の長手中心軸方向の中間部になっている。
【０１０１】前記固定部３３１の前記ヒレ状突起部３２
が接続される部分３３５の内径Ｄ１は、前記内視鏡挿入
部１１の外径Ｄ３よりも小さく形成されている。前記固
定部３３１のヒレ状突起部３２が接続される部分以外の
部分３３６の内径Ｄ２は外径Ｄ３よりも大きく形成され
ている。
【０１０２】（作用）図２６において、前記内視鏡挿入
補助具３０３の固定部３３１の内径は、前記ヒレ状突起
部３２が接続される部分以外は前記内視鏡挿入部１１の
外径よりも大きく形成されているので、図２７に示すよ
うに前記内視鏡挿入部１１への装着に際しても内径Ｄ２
の部分３３６がガイドとなり前記内視鏡挿入部１１の挿
入部先端部２１が前記ヒレ状突起部３２の接続部近傍に
至るまではスムーズに装着することができる。
【０１０３】また、前記ヒレ状突起部３２の接続部近辺
において、前記固定部３３１の内径が前記内視鏡挿入部
１１の挿入部先端部２１の外径よりも小さいために干渉
するような場合でも、前記ヒレ状突起部３２を手３００
で把持することで図２８に示すように容易に前記内視鏡
挿入補助具３０３を変形させることができ、図２９に示
すように内視鏡挿入補助具３０３は前記内視鏡挿入部１
１への装着が可能となる。
【０１０４】ここで、第４の実施の形態の比較として、
内視鏡挿入補助具の固定部の内径を均一に形成したもの
について図３０乃至図３２を用いて説明する。
【０１０５】図３０乃至図３２は第４の実施の形態の比
較例として内視鏡挿入補助具の固定部の内径を均一に形
成したものを示し、図３０は内視鏡挿入補助具と内視鏡
挿入部のサイズを示す説明図、図３１は内視鏡挿入補助
具を内視鏡挿入部に取り付ける作業の第１の例を説明す
る説明図、図３２は内視鏡挿入補助具を内視鏡挿入部に
取り付ける作業の第２の例を説明する説明図である。
【０１０６】図３０に示すように、前記内視鏡挿入補助
具３０７の固定部３７１の後端でない部分には前記ヒレ
状突起部３２が接続されており、前記固定部３７１の内
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径Ｄ１は長手中心軸方向の全長に渡り、前記内視鏡挿入
部１１の外径Ｄ３よりも小さくなっている。
【０１０７】このような構造では、前記内視鏡挿入補助
具３０７の固定部３７１の開口部３７２を前記内視鏡挿
入部１１の挿入部先端部２１に被せるためには、図３１
に示すように前記固定部３７１の端部の開口部３７２を
指３００で広げるようにして装着しなければならない
が、一般に大腸用内視鏡の挿入部外形Ｄ３は１０ないし
１５ｍｍ程度であり、前記内視鏡挿入補助具３０７の固
定部３７１の開口部径が小さいために作業性が非常に悪
くなってしまう。また、図２８で示した実施の形態のよ
うに前記ヒレ状突起部３２を指３００で把持して開口部
３７２を広げようとしても、図３２に示すように前記ヒ
レ状突起部３２の接続部の内径が広がっても開口部３７
２はほとんど広がらないため、そのまま装着することは
困難である。
【０１０８】（効果）以上説明したように、第４の実施
の形態の前記内視鏡挿入補助具３０３は、内視鏡挿入補
助具の固定部の内径を均一に形成したものに比べて、前
記内視鏡挿入部１１への装着性を向上させることができ
る。
【０１０９】図３３は本発明の第４の実施の形態の第１
の変形例に係る内視鏡挿入補助具の半断面図である。
【０１１０】図３３において、前記内視鏡挿入補助具３
０４の固定部３４１の前記ヒレ状突起部３２が接続され
る部分から前側（前記内視鏡挿入部１１の体腔管内への
挿入方向に対して前側）の部分３４５の内径Ｄ１が、前
記内視鏡挿入部１１の外径Ｄ３よりも小さく形成されて
いる。前記ヒレ状突起部３２の接続部より後ろ側の部分
３４６の内径Ｄ２は前記内視鏡挿入部１１の外径Ｄ３よ
りも大きく形成されている。
【０１１１】このような第１の変形例では、前記固定部
３４１の前記ヒレ状突起部３２が接続される部分よりも
前側の内径Ｄ１が、前記内視鏡挿入部１１の外径Ｄ３よ
りも小さくなっているが、前記内視鏡挿入補助具３０４
の装着に際しては前記ヒレ状突起部３２を把持して前記
内視鏡挿入部１１の軸に沿って引っ張ってずらすことが
できるため、前記ヒレ状突起部３２の接続部から前側の
部分３４５については、前記内視鏡挿入部１１の外径Ｄ
３より小さい内径Ｄ１であっても装着性が著しく劣化す
ることはない。
【０１１２】図３４は本発明の第４の実施の形態の第２
の変形例に係る内視鏡挿入補助具の半断面図である。
【０１１３】図３４において、前記内視鏡挿入補助具３
０５の固定部３５１の後端には前記ヒレ状突起部３２が
接続されており、前記固定部３５１の接続部近傍の部分
３５５の内径Ｄ１が、前記内視鏡挿入部１１の外径Ｄ３
よりも小さく形成されている。
【０１１４】前記固定部３５１の他の部分３５６の内径
Ｄ２は、前記内視鏡挿入部１１の外径Ｄ３よりも大きく
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形成されている。
【０１１５】即ち、内視鏡挿入補助具３０５は、図２６
に示した形状から、固定部３３１の前記ヒレ状突起部３
２の接続部から後ろのガイドとなる内径Ｄ２の部分３３
６を取り除いた形状になっている。
【０１１６】この変形例においても、前記内視鏡挿入補
助具３０５は、前記ヒレ状突起部３２を把持して前記固
定部３５１を変形させることで、容易に前記内視鏡挿入
部１１へ装着することができる。更にガイドとなる部分
がないために、装着後に前記内視鏡挿入補助具３０５と
前記内視鏡挿入部１１の間にできる段差や隙間を小さく
できる。
【０１１７】図３５は本発明の第４の実施の形態の第３
の変形例に係る内視鏡挿入補助具の半断面図である。
【０１１８】図３５において、前記内視鏡挿入補助具３
０６の固定部３６１の後端でない部分には、前記ヒレ状
突起部３２が接続されており、前記固定部３６１の内径
Ｄ１は長手中心軸方向の全長に渡り、前記内視鏡挿入部
１１の外径Ｄ３よりも小さくなっている。
【０１１９】即ち、内視鏡挿入補助具３０６は、図３３
に示した形状から、前記固定部３４１の前記ヒレ状突起
部３２の接続部から後ろのガイドとなる内径Ｄ２の部分
３４６を取り除いた形状になっている。
【０１２０】この第３の変形例においても、前記内視鏡
挿入補助具３０６は、前記ヒレ状突起部３２を指で把持
して前記固定部３６１を変形させることで、容易に前記
内視鏡挿入部１１へ装着することができる。更にガイド
となる部分がないために、装着後に前記内視鏡挿入補助
具３０６と前記内視鏡挿入部１１の間にできる段差や隙
間が小さくできる。
【０１２１】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施の形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【０１２２】（付記項１）  内視鏡挿入部に一体または
着脱自在に固定される固定部と、体腔内への挿入方向に
対して斜め後方または後方に向かって突出した状態で前
記固定部に少なくとも１つ接続される柔軟な薄肉状のヒ
レ状突起部と、を具備し、前記固定部を前記内視鏡挿入
部に固定した状態でこの内視鏡挿入部を体腔管内で引き
操作するとき、前記ヒレ状突起部が体腔管壁に当接する
ことで、体腔管内での前記内視鏡挿入部の位置を保持す
る内視鏡挿入補助具であって、前記ヒレ状突起部の周縁
部分の少なくとも一部を、前記ヒレ状突起部が前記固定
部に接続される部分の一部よりも軟性にしたことを特徴
とする内視鏡挿入補助具。
【０１２３】（付記項２）  前記ヒレ状突起部の周縁部
分の少なくとも一部に、前記ヒレ状突起部が前記固定部
に接続される部分の一部よりも軟性の部材を配設したこ
とを特徴とする付記項１に記載の内視鏡挿入補助具。
【０１２４】（付記項３）  前記ヒレ状突起部の周縁部
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分の少なくとも一部の肉厚を、前記ヒレ状突起部が前記
固定部に接続される部分の一部よりも薄くしたことを特
徴とする付記項１に記載の内視鏡挿入補助具。
【０１２５】（付記項４）  複数の前記ヒレ状突起部を
有し、前記ヒレ状突起部が前記内視鏡挿入部に当接する
方向に変形した際に、前記ヒレ状突起部の薄肉の周縁部
分が、隣接するヒレ状突起部の厚肉の中心部分に重なら
ないようにしたことを特徴とする付記項３に記載の内視
鏡挿入補助具。
【０１２６】（付記項５）  複数の前記ヒレ状突起部を
有し、前記ヒレ状突起部が前記内視鏡挿入部に当接する
方向に変形した際に、隣接するヒレ状突起部と重なりあ
った部分の厚さが、前記ヒレ状突起部の厚肉の中心部分
の肉厚よりも薄いことを特徴とする付記項３または４に
記載の内視鏡挿入補助具。
【０１２７】（付記項６）  内視鏡挿入部の一部に着脱
自在に固定される固定部と、体腔内への挿入方向に対し
て斜め後方または後方に向かって突出した状態で前記固
定部に少なくとも１つ接続される柔軟な薄肉状のヒレ状
突起部と、を具備し、前記固定部を前記内視鏡挿入部に
固定した状態でこの内視鏡挿入部を体腔管内で引き操作
するとき、前記ヒレ状突起部が体腔管壁に当接すること
で、体腔管内での前記内視鏡挿入部の位置を保持する内
視鏡挿入補助具であって、前記固定部は略円筒形の部材
であり、前記固定部の前記ヒレ状突起部が接続される部
分近傍の固定部円周上の少なくとも一部に厚肉部を設け
たことを特徴とする内視鏡挿入補助具。
【０１２８】（付記項７）  前記厚肉部は、前記固定部
の外径を均一にし内径側を厚肉化させて形成したことを
特徴とする付記項６に記載の内視鏡挿入補助具。
【０１２９】（付記項８）  前記厚肉部は、前記固定部
の内径を均一にし外径側を厚肉化させて形成したことを
特徴とする付記項６に記載の内視鏡挿入補助具。
【０１３０】（付記項９）  内視鏡挿入部の一部に着脱
自在に固定される固定部と、体腔内への挿入方向に対し
て斜め後方または後方に向かって突出した状態で前記固
定部に少なくとも１つ接続される柔軟な薄肉状のヒレ状
突起部と、を具備し、前記固定部を前記内視鏡挿入部に
固定した状態でこの内視鏡挿入部を体腔管内で引き操作
するとき、前記ヒレ状突起部が体腔管壁に当接すること
で、体腔管内での前記内視鏡挿入部の位置を保持する内
視鏡挿入補助具であって、前記固定部は弾性体の部材で
形成され、前記固定部の前記ヒレ状突起部が接続される
部分近傍の内径が、前記固定部が装着される内視鏡挿入
部の外径よりも小さいことを特徴とする内視鏡挿入補助
具。
【０１３１】（付記項１０）  前記固定部は、前記固定
部の前記ヒレ状突起部が接続される部分近傍から、体腔
内への挿入方向に対して前側の部分の内径が、前記固定
部が装着される内視鏡挿入部の外径よりも小さいことを
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特徴とする付記項９に記載の内視鏡挿入補助具。
【０１３２】（付記項１１）  前記固定部は、前記固定
部の、体腔内への挿入方向に対して後ろ側の端部に前記
ヒレ状突起部を接続したことを特徴とする付記項９に記
載の内視鏡挿入補助具。
【０１３３】（付記項１２）  内視鏡挿入部に一体また
は着脱自在に固定される固定部と、体腔内への挿入方向
に対して斜め後方または後方に向かって突出する、前記
固定部に少なくとも１つ接続される柔軟な薄肉状のヒレ
状突起部とを有し、前記固定部を前記内視鏡挿入部に固
定した状態でこの内視鏡挿入部を体腔管内で引き操作す
るとき、前記ヒレ状突起部が体腔管壁に当接すること
で、体腔管内での前記内視鏡挿入部の位置を保持する内
視鏡挿入補助具において、前記ヒレ状突起部の周縁部分
の少なくとも一部を、前記ヒレ状突起部が前記固定部に
接続される部分の一部よりも軟性にしたことを特徴とす
る内視鏡挿入補助具。
【０１３４】（付記項１３）  内視鏡挿入部の一部に着
脱自在に装着される略管状の固定部と、体腔内への挿入
方向に対して斜め後方または後方に向かって突出する、
前記固定部に少なくとも１つ接続される柔軟な薄肉状の
ヒレ状突起部とを有し、前記固定部を前記内視鏡挿入部
に装着した状態でこの内視鏡挿入部を体腔管内で引き操
作するとき、前記ヒレ状突起部が体腔管壁に当接するこ
とで、体腔管内での前記内視鏡挿入部の位置を保持する
内視鏡挿入補助具において、前記固定部は弾性体の部材
で形成され、前記固定部の前記ヒレ状突起部が接続され
る部分近傍の内径が、前記固定部が装着される内視鏡挿
入部の外径よりも小さいことを特徴とする内視鏡挿入補
助具。
【０１３５】（付記項１４）  内視鏡挿入部の一部に着
脱自在に装着される略管状の固定部と、体腔内への挿入
方向に対して斜め後方または後方に向かって突出する、
前記固定部に少なくとも１つ接続される柔軟な薄肉状の
ヒレ状突起部とを有し、前記固定部を前記内視鏡挿入部
に装着した状態でこの内視鏡挿入部を体腔管内で引き操
作するとき、前記ヒレ状突起部が体腔管壁に当接するこ
とで、体腔管内での前記内視鏡挿入部の位置を保持する
内視鏡挿入補助具において、前記固定部は弾性体の部材
で形成され、前記固定部の前記ヒレ状突起部が接続され
る部分近傍の内径が、前記固定部が装着される内視鏡挿
入部の外径よりも小さいことを特徴とする内視鏡挿入補
助具。
【０１３６】
【発明の効果】以上述べた様に請求項１に記載の内視鏡
装置によれば、操作者が特別な作業をしなくても、押し
操作の時には進みやすく、引き操作の時には抵抗が増す
ことで内視鏡挿入部の位置を保持し、内視鏡挿入部の挿
入性を向上することができる。
【０１３７】また、請求項１に記載の内視鏡装置によれ



(11) 特開２００３－３３９６３１

10

20

30

40

50

19
ば、前記内視鏡を体腔内に挿入する際に患者に与える違
和感を小さくすることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡挿入補
助具を備えた内視鏡装置を示す外観図。
【図２】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入部に装着
される内視鏡挿入補助具を示す斜視図。
【図３】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入補助具を
固定部の長手中心軸で切断した場合の半断面図。
【図４】図１の第１の実施の形態の図３とは別の例の内
視鏡挿入補助具を固定部の長手中心軸で切断した場合の
半断面図。
【図５】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入補助具を
内視鏡挿入部に装着した様子を示す説明図。
【図６】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入部を大腸
のＳ状結腸から下行結腸に挿入していく様子を示す第１
の説明図。
【図７】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入部を大腸
のＳ状結腸から下行結腸に挿入していく様子を示す第２
の説明図。
【図８】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入部を大腸
のＳ状結腸から下行結腸に挿入していく様子を示す第３
の説明図。
【図９】本発明の第１の実施の形態の第１の変形例を示
す内視鏡挿入部の側面図。
【図１０】本発明の第１の実施の形態の第２の変形例を
示す内視鏡挿入部の側面図。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡挿入
補助具の斜視図。
【図１２】図１１の第２の実施の形態の内視鏡挿入補助
具が内視鏡挿入部に装着された状態で、ヒレ状突起部の
長手方向の中心軸に対して垂直な平面で切断した断面
図。
【図１３】図１１の第２の実施の形態のヒレ状突起部の
１枚を拡大した第１の説明図。
【図１４】図１１の第２の実施の形態のヒレ状突起部の
１枚を拡大した第２の説明図。
【図１５】図１１の第２の実施の形態の前記内視鏡挿入
補助具が内視鏡挿入部に装着された状態でヒレ状突起部
が内視鏡挿入部に当接するように変形した場合の斜視
図。
【図１６】図１５に示した状態の内視鏡挿入部および内
視鏡挿入補助具を固定部の長手中心軸に垂直なヒレ状突
起部を通る平面で切断した場合の断面図。
【図１７】本発明の第３の実施の形態に係る内視鏡挿入
補助具の斜視図。
【図１８】図１７の第３の実施の形態の内視鏡挿入補助
具を固定部の長手中心軸に対して垂直な平面で切断した
断面図。
【図１９】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入部に装
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着された内視鏡挿入補助具が腸壁等の管腔から外力を受
けたときの変形の様子を示す第１の説明図。
【図２０】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入部に装
着された内視鏡挿入補助具が腸壁等の管腔から外力を受
けたときの変形の様子を示す第２の説明図。
【図２１】図１の第１の実施の形態の内視鏡挿入部に装
着された内視鏡挿入補助具が腸壁等の管腔から外力を受
けたときの変形の様子を示す第３の説明図。
【図２２】本発明の第３の実施の形態の第１の変形例に
係る内視鏡挿入補助具の斜視図。
【図２３】本発明の第３の実施の形態の第１の変形例に
係る内視鏡挿入補助具の前記内視鏡挿入部に装着した状
態の断面図。
【図２４】本発明の第３の実施の形態の第２の変形例に
係る内視鏡挿入補助具の断面図。
【図２５】本発明の第３の実施の形態の第３の変形例に
係る内視鏡挿入補助具の断面図。
【図２６】本発明の第４の実施の形態に係る内視鏡挿入
補助具を示す半断面図。
【図２７】図２６の第４の実施の形態の内視鏡挿入補助
具を内視鏡挿入部に取り付ける場合の第１の操作を示す
説明図。
【図２８】図２６の第４の実施の形態の内視鏡挿入補助
具を内視鏡挿入部に取り付ける場合の第１の操作を示す
説明図。
【図２９】図２６の第４の実施の形態の内視鏡挿入補助
具を内視鏡挿入部に装着した状態を示す断面図。
【図３０】図２６の第４の実施の形態の作用を説明する
ための比較例を示す説明図。
【図３１】図３０の内視鏡挿入補助具を内視鏡挿入部に
取り付ける作業の第１の例を説明する説明図。
【図３２】図３０の内視鏡挿入補助具を内視鏡挿入部に
取り付ける作業の第２の例を説明する説明図。
【図３３】本発明の第４の実施の形態の第１の変形例に
係る内視鏡挿入補助具の半断面図。
【図３４】本発明の第４の実施の形態の第２の変形例に
係る内視鏡挿入補助具の半断面図。
【図３５】本発明の第４の実施の形態の第３の変形例に
係る内視鏡挿入補助具の半断面図。
【符号の説明】
１          …内視鏡装置
２          …内視鏡
３          …内視鏡挿入補助具
１１        …内視鏡挿入部
１２        …操作部
２１        …先端部
２２        …湾曲部
２３        …軟性部
３１        …固定部
３２        …ヒレ状突起部
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３３        …硬性部 *
22

*３４        …軟性部

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
【図６】

【図７】

【図８】

【図１３】



(13) 特開２００３－３３９６３１

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２４】
【図２９】



(14) 特開２００３－３３９６３１

【図２１】 【図２２】 【図２３】

【図２５】
【図２６】

【図２７】 【図２８】

【図３０】 【図３１】



(15) 特開２００３－３３９６３１

【図３２】 【図３３】

【図３４】

【図３５】



专利名称(译) 内窥镜插入辅助

公开(公告)号 JP2003339631A 公开(公告)日 2003-12-02

申请号 JP2002149540 申请日 2002-05-23

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパス光学工业株式会社

[标]发明人 伊藤仁

发明人 伊藤 仁

IPC分类号 A61B1/00

FI分类号 A61B1/00.320.A A61B1/01

F-TERM分类号 4C061/AA00 4C061/AA04 4C061/BB00 4C061/CC00 4C061/DD03 4C061/GG22 4C061/HH39 4C061
/JJ03 4C061/JJ06 4C061/JJ11 4C161/AA00 4C161/AA04 4C161/BB00 4C161/CC00 4C161/DD03 
4C161/GG22 4C161/HH39 4C161/JJ03 4C161/JJ06 4C161/JJ11

代理人(译) 伊藤 进

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：通过使内窥镜在推进操作的情况下容易插入并且在拉动
操作的情况下增加阻力来保持内窥镜插入部分的位置并且便于插入内窥
镜插入部分，尽管操作者不做特别的操作。ŽSOLUTION：该内窥镜插入
辅助工具3包括固定部分31和翅片形式的四个突出部分32。固定部分31
安装在内窥镜插入部分11上。四个突出部分32为柔软和扁平的薄板形
状，并且相对于插入，从固定部分31的外表面以预定角度向后倾斜地突
出。方向进入体腔管。每个突出部分32包括硬质部分33和设置在其周边
的一部分处的柔软部分34。用于突出部分32的材料可选自任选的弹性材
料，例如硅橡胶，氟橡胶，聚氨酯等

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ba46e4c9-90e0-4503-93e5-d5655ea7a4b0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029767674/publication/JP2003339631A?q=JP2003339631A

